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○泉南市企業立地促進条例施行規則 

令和元年12月27日規則第17号 

改正 

令和３年11月19日規則第27号 

令和５年３月23日規則第９号 

令和５年５月15日規則第15号 

令和５年９月28日規則第22号 

令和６年９月30日規則第22号 

泉南市企業立地促進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、泉南市企業立地促進条例（令和元年泉南市条例第19号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（適用しない家屋） 

第３条 条例第２条第５号の規則で定める家屋は、固定資産税及び都市計画税の全てが非課税

若しくは免除となる家屋又は法令の基準に適合していない家屋とする。 

（対象事業者） 

第４条 対象事業者が２以上の事業を行う場合は、市長が主たる事業を指定するものとする。 

２ 事業所の操業を分担し、集団で事業を営む事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合

は、対象事業者とする。 

(１) 親会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号に規定する親会社をいう。）及

びその子会社（同条第３号に規定する子会社をいう。） 

(２) 事業所の資本投下を共同して行うもの（以下「共同出資者」という。）が新会社を設

立して事業を営む場合は、共同出資者及び新会社 

(３) 前２号に掲げるもののほか、事業所の資本投下及び事業所の操業を分担し、集団で事

業を営む事業者として特に市長が認めるもの 

（指定の申請及び決定） 

第５条 条例第５条第１項の規定により指定の申請をしようとする対象事業者は、操業開始日

が属する年の翌年の５月末日（操業開始日が１月１日の場合にあっては、操業開始日が属す

る年の５月末日）までに泉南市企業立地促進指定事業者指定申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、天災等やむを得ない事情によ

る場合は、この限りでない。 

(１) 事業計画書 

(２) 定款又は規約（法人の場合に限る。） 

(３) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、住民票の写し） 

(４) 営業に関する許認可等の写し（許認可に係る事業を営む者に限る。） 

(５) 誓約書（様式第２号） 

(６) 土地及び家屋に係る登記事項証明書（申請者が所有権を有していることが分かるもの

に限る。） 

(７) 法人市民税（個人の場合は、個人市民税）、固定資産税及び都市計画税（課税対象の
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ある場合に限る。）並びに軽自動車税の滞納がないことを証する書類 

(８) 前条に規定する対象事業者である場合は、これを証明する書類（集団で事業を営む場

合は、対象事業者の代表者届出書（様式第３号）も併せて添付すること。） 

(９) 法人の場合にあっては、役員の名簿 

(10) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 前項各号に掲げる書類のうち申請書の提出時に添付し難いものは、その添付し難い事由が

止んだ後に速やかに提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、次条に定める泉南市企業立地促進審査会

の審査を経て指定の可否を決定し、泉南市企業立地促進指定事業者指定（不指定）通知書

（様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

４ 条例第13条第１項に規定する立地促進奨励金の交付の対象となる期間において、奨励金の

交付対象となる土地面積の拡大又は家屋の増設等により奨励金の算出の根拠となる税が増加

したときは、当該増加した税に対しての奨励金は、当該交付の対象となる期間を超えて行わ

ないものとする。 

（泉南市企業立地促進審査会） 

第６条 条例第５条第１項に規定する指定事業者の指定又は条例第21条に規定する指定事業者

の地位の承継の承認に際し、当該指定事業者又は地位承継者の要件への適合性及び必要な条

件付与の要否を審査するため、泉南市企業立地促進審査会（以下「審査会」という。）を設

置する。 

２ 審査会は、委員５名で組織し、成長戦略室長、市民生活環境部長、行政経営部長、総務部

長及び都市整備部長の職にある者をもって充てる。 

３ 審査会に会長を置き、成長戦略室長の職にある者をこの職に任じる。 

４ 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

５ 会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。 

６ 会長は、必要があるときは、関係者を会議に出席させて意見を聴くことができる。 

７ 会議の議事は、全員一致により行うものとする。 

８ 審査会の庶務は、成長戦略室連携戦略課において行う。 

９ 会長は、会議を招集するいとまがないとき、又は軽易な事案で会議に付す必要がないと認

めるときは、書面又は電磁的記録による回議をもって審査会の開催に代えることができる。 

（奨励金等の交付申請） 

第７条 条例第14条の規定による申請は、泉南市企業立地促進奨励金等交付申請書（様式第５

号）を提出して行わなければならない。 

（立地促進奨励金の交付申請に係る添付書類等） 

第８条 立地促進奨励金に係る前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略す

ることができる。 

(１) 第５条第３項に規定する通知書の写し 

(２) 立地促進奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税を完納したことを証す

る書類 

(３) 土地所有者と指定事業者との間で締結した土地の賃貸借契約書の写し（土地を賃借し

ている場合に限る。） 

(４) 奨励金の対象となる家屋の利用状況が確認できる書類 
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(５) 法人の場合にあっては、役員の名簿 

(６) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 立地促進奨励金に係る前条の申請は、条例第13条第１項に規定する交付の対象となる期間

における各年度の奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税の第４期納期限後30

日を経過する日までに行わなければならない。 

（雇用促進奨励金の交付申請に係る添付書類等） 

第９条 雇用促進奨励金に係る第７条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略

することができる。 

(１) 第５条第３項に規定する通知書の写し 

(２) 雇用促進奨励金の対象とする従業員の住所、氏名、性別及び生年月日を記載した名簿 

(３) 前号の従業員に係る雇用契約書の写し 

(４) 第２号の従業員に係る実勤務時間等の勤務実績を証する書類 

(５) 第２号の名簿を市長に提出することに係る従業員の同意書 

(６) 法人の場合にあっては、役員の名簿 

(７) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 雇用促進奨励金に係る第７条の申請は、基準日から起算して３箇月以内に行わなければな

らない。 

（水道料金又は下水道使用料助成金の交付申請に係る添付資料等） 

第10条 水道料金又は下水道使用料助成金に係る第７条に規定する申請書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該

書類の添付を省略することができる。 

(１) 第５条第３項に規定する通知書の写し 

(２) 水道料金又は下水道使用料を指定納期限までに完納したことを証する書類 

(３) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 水道料金又は下水道使用料助成金に係る第７条の申請は、基準日から起算して３箇月以内

に行わなければならない。 

（土地活用促進奨励金の交付申請に係る添付資料等） 

第11条 土地活用促進奨励金に係る第７条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を

省略することができる。 

(１) 固定資産税及び都市計画税を完納したことを証する書類 

(２) 指定事業者との間で締結した当該土地の賃貸借契約書の写し 

(３) 課税標準額が条例第11条に規定するところにより、２倍以上となったことを証する書

類 

(４) 農地の転用の場合は、その必要な手続を経たことを証する書類 

(５) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 土地活用促進奨励金に係る第７条の申請は、条例第13条第３項に規定する交付の対象とな

る期間における各年度の奨励金の算出の根拠となる固定資産税及び都市計画税の第４期納期

限後30日を経過する日までに行わなければならない。 

（地域環境保全対策奨励金の交付対象となる土地） 

第12条 条例第12条に規定する土地は、次に掲げる道路に接する土地とする。ただし、当該土
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地の外周の長さの10分の１以上が接するものに限る。 

(１) 都市計画道路第二阪和国道 

(２) 都市計画道路泉南岩出線 

(３) 都市計画道路泉佐野田尻泉南線 

(４) 都市計画道路樽井男里線 

(５) 都市計画道路信達樽井線 

（地域環境保全対策奨励金の交付申請に係る添付書類等） 

第13条 地域環境保全対策奨励金に係る第７条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添

付を省略することができる。 

(１) 第５条第３項に規定する通知書の写し 

(２) 地域環境保全対策に至る経緯、目的及び理由書 

(３) 施設及び設備に関する建築請負代金内訳明細書 

(４) 施設及び設備に関する費用の領収書の写し 

(５) 施設及び設備に関する設計図書（しゅん工図類及び施工写真類） 

２ 地域環境保全対策奨励金に係る第７条の申請は、操業開始日から６箇月を経過した日から

起算して３箇月以内に行わなければならない。 

（交付決定の通知） 

第14条 条例第15条第３項に規定する交付決定の通知は、泉南市企業立地促進奨励金等交付可

否決定通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（奨励金等の請求） 

第15条 前条の規定により奨励金等の交付決定を受けた指定事業者等は、速やかに泉南市企業

立地促進奨励金等請求書（様式第７号）により、市長に対して奨励金等の交付を請求しなけ

ればならない。 

（奨励金等の交付） 

第16条 市長は、前条の規定により指定事業者等から請求を受けたときは、速やかに口座振替

の方法により奨励金等を交付するものとする。 

（指定申請内容の変更等） 

第17条 条例第17条第１項第１号に該当したときの申請は、泉南市企業立地促進指定申請内容

変更承認申請書（様式第８号）により行わなければならない。 

２ 条例第17条第１項第２号に該当したときの申請は、泉南市企業立地促進事業廃止（休止）

承認申請書（様式第９号）により行わなければならない。 

３ 市長は、前２項の申請があったときは、承認の可否を決定し、申請承認可否通知書（様式

第10号）により当該申請者に通知するものとする。 

（操業開始の届出） 

第18条 条例第18条の届出は、操業開始届出書（様式第11号）により行わなければならない。 

（指定又は交付決定の取消しの通知） 

第19条 市長は、条例第19条の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、泉南市企業

立地促進指定事業者指定取消通知書（様式第12号）により当該事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、条例第19条の規定により奨励金等の交付決定を取り消したときは、泉南市企業立

地促進奨励金等交付決定取消通知書（様式第13号）により当該事業者に通知するものとする。 

（奨励金等の返還命令） 
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第20条 市長は、条例第20条の規定により既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命じる

ときは、泉南市企業立地促進奨励金等返還請求通知書（様式第14号）により当該事業者に通

知するものとする。 

（運営状況の報告） 

第21条 指定事業者は、奨励及び助成措置を受けている間、毎年度ごとに事業の運営状況を記

載した報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の報告書について、準用する。ただし、指定の申請の際に提

出した書類内容に変更のない書類については、添付を省略することができる。 

（地位の承継） 

第22条 条例第21条の規定により指定事業者の地位の承継の承認を得ようとする者は、承継の

原因たる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して泉南市企業立地促進指

定事業者地位承継承認申請書（様式第15号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、泉南市企業立地促進

指定事業者地位承継承認可否通知書（様式第16号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補則） 

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（泉南市企業誘致促進条例施行規則の廃止） 

２ 泉南市企業誘致促進条例施行規則（平成11年泉南市規則第12号）は、廃止する。 

附 則（令和３年11月19日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和５年３月23日規則第９号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月15日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年９月28日規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年９月30日規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


